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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のネジ供給機と、
　前記複数のネジ供給機とネジ締め作業位置との間を移動し、前記ネジ供給機のそれぞれ
のネジ取得位置で取得したネジを、前記ネジ締め作業位置において部品にネジ締めするネ
ジ締め装置と、
　前記部品を保持可能なロボットとを有し、
　前記ネジ締め装置は、平面上の一方向へ移動可能となっており、前記それぞれのネジ取
得位置と前記ネジ締め作業位置は、前記平面上の一方向に並んでおり、
　前記ロボットは、前記部品の前記ネジ締め作業位置への搬入と、姿勢の変更とが可能で
あり、
　前記ネジ締め装置は、前記ロボットに保持され前記ネジ締め作業位置へ搬入された、前
記部品へのネジ締めが可能であることを特徴とするネジ締めシステム。
【請求項２】
　前記ロボットあるいは前記ロボットに保持された部品を支持するネジ締め補助機構部を
有することを特徴とする請求項１記載のネジ締めシステム。
【請求項３】
　前記ネジ締め装置は、前記平面上の一方向と直行する方向に下降した位置でのネジ締め
が可能であることを特徴とする請求項１または２に記載のネジ締めシステム。
【請求項４】
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　前記複数のネジ供給機は、それぞれ異なる種類のネジを有していることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか一項に記載のネジ締めシステム。
【請求項５】
　前記異なる種類のネジは、頭部の径と形状が同一であることを特徴とする請求項４に記
載のネジ締めシステム。
【請求項６】
　ネジ締め装置によって、
　第一のネジ供給機の第一のネジ取得位置で取得したネジを前記第一のネジ取得位置と平
面上の一方向にあるネジ締め作業位置へ移動させ、
　ロボットに保持され前記ネジ締め作業位置に搬入された部品の第一のネジ穴にネジ締め
を行ない、
　前記ネジ締め作業位置と前記平面上の一方向にある第二のネジ供給機の第二のネジ取得
位置で取得したネジを前記平面上の一方向にあるネジ締め作業位置へ移動させ、
　前記ロボットによって姿勢が変更された前記部品の第二のネジ穴にネジ締めを行なうこ
とを特徴とする物品の製造方法。
【請求項７】
　前記ロボットまたは前記ロボットに保持された部品は、ネジ締め補助機構部に支持され
ている状態でネジ締めされることを特徴とする請求項６記載の物品の製造方法。
【請求項８】
　前記ネジ締め作業位置は、前記第一のネジ取得位置および前記第二のネジ取得位置と前
記平面上の一方向に並ぶ位置であって、かつ前記平面上の一方向と直交する方向に下降し
た位置であることを特徴とする請求項６または７に記載の物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロボットを用いた組立システムに利用されるネジ締めシステム及び物品の製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　製造業において製品の製造方式は、ライン生産方式やセル生産方式でも見られるように
、ロボットや人手で部品を搬送し、人手で部品を組立てることが一般的である。近年、人
手による組立作業をロボットにより実現する組立システムが求められてきており、特に、
ロボットによりネジ締めや塗布作業を行うことができる組立システムが求められている。
また、人手による組立作業をロボットに置き換えるにあたり、タクトタイムの短縮、設備
コストの削減、設置スペースの縮小が期待されている。
【０００３】
　従来、特許文献１に示すような人手とロボットを併用した組立システムが知られている
。この組立システムにおいて、ロボットは、組付け、ネジ締め、塗布等の各工程を担当し
、人手は各工程終了後の部品搬送を行っている。
【０００４】
　この組立システムにおけるネジ締め工程は、ネジ供給機、ネジ締め装置及び作業台を備
えたネジ締めシステムで行われる。ネジ締めは、まず作業台に、ネジ締め対象である部品
を人手で設置することで行われる。部品を作業台に設置した後、ネジ締め装置がネジ供給
機に移動してネジを取得し、ネジ締め作業位置に移動して、位置決めされた部品にネジ締
めを行うものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－６６３７２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来のネジ締めシステムでは、人手で部品を作業台に設置する作業
や、ネジ締め完了後の部品の取出し作業にタクトタイムがかかってしまう問題がある。人
手をロボットに変更しても同様のことが言える。
【０００７】
　また、姿勢変更して複数のネジ締めを行うには、別のネジ締めシステムを用意したり、
作業台又はネジ締め機が姿勢変更できるよう複数の駆動軸を追加したりしなければならず
、コストがかかってしまう問題がある。それだけでなく、別のネジ締めシステムを用意し
たり、駆動軸を追加したりすることはラインを増設することになり、設置スペースの増加
につながる。
【０００８】
　そこで本発明は、タクトタイムの短縮が可能で、しかもコストアップ及び設置スペース
の増加を招くことなく、姿勢変更を伴う複数のネジ締めに対応できるネジ締めシステムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、
　複数のネジ供給機と、
　前記複数のネジ供給機とネジ締め作業位置との間を移動し、前記ネジ供給機のそれぞれ
のネジ取得位置で取得したネジを、前記ネジ締め作業位置において部品にネジ締めするネ
ジ締め装置と、
　前記部品を保持可能なロボットとを有し、
　前記ネジ締め装置は、平面上の一方向へ移動可能となっており、前記それぞれのネジ取
得位置と前記ネジ締め作業位置は、前記平面上の一方向に並んでおり、
　前記ロボットは、前記部品の前記ネジ締め作業位置への搬入と、姿勢の変更とが可能で
あり、
　前記ネジ締め装置は、前記ロボットに保持され前記ネジ締め作業位置へ搬入された、前
記部品へのネジ締めが可能であることを特徴とするネジ締めシステムを提供するものであ
る。
　また、本発明は、
　ネジ締め装置によって、
　第一のネジ供給機の第一のネジ取得位置で取得したネジを前記第一のネジ取得位置と平
面上の一方向にあるネジ締め作業位置へ移動させ、
　ロボットに保持され前記ネジ締め作業位置に搬入された部品の第一のネジ穴にネジ締め
を行ない、
　前記ネジ締め作業位置と前記平面上の一方向にある第二のネジ供給機の第二のネジ取得
位置で取得したネジを前記平面上の一方向にあるネジ締め作業位置へ移動させ、
　前記ロボットによって姿勢が変更された前記部品の第二のネジ穴にネジ締めを行なうこ
とを特徴とする物品の製造方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明においては、ロボットにより、部品のネジ締め作業位置への搬入と搬出が可能で
、しかも作業台を介さずに、ロボットで部品を保持したままネジ締めが可能となっている
。従って、一旦ロボットで保持した部品を離して作業台上に設置する動作と、作業台上の
部品をロボットで保持し直す動作を行うことなく、搬入、ネジ締め、搬出の一連動作が可
能で、タクトタイムを短縮することができる。また、ロボットは、保持した部品の姿勢変
更が可能であるので、姿勢変更を伴う複数のネジ締めに対応できると共に、作業台が不要
であるので、コスト及び設置スペースを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】本発明のネジ締めシステムの全体構成図である。
【図２】本発明で用いるロボットの一例を示す構成図である。
【図３】ネジ供給機及びネジ締め装置周りの構成図である。
【図４】ネジ締め装置及びロボットの部品保持機構部周りを示す図で、（ａ）は部品を横
向きに保持した状態でのネジ締めを示す説明図、（ｂ）は部品を縦向きに保持した状態で
のネジ締めを示す説明図である。
【図５】部品の一例を示す説明図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態を説明する。なお、以下に参照する図面において
、同じ符号は同様の構成要素を示す。
【００１３】
　図１乃至図５を用いて本発明のネジ締めシステム１０を説明する。
【００１４】
　本発明のネジ締めシステムは、図１に示すように、部品を保持可能な部品保持機構部２
を備えたロボット１、ネジ供給機３ａ～３ｃ、ネジ締め装置４、ネジ締め補助機構部５を
備えている。ロボット１が、その保持機構部２で保持した部品と、他の工程でこの部品に
組み付けられていて、ネジ締めして固定する他の部品とをネジ締め作業位置へと搬入する
。次に、ネジ締め装置４が、いずれかのネジ供給機３ａ～３ｃからネジを取得し、ネジ締
め作業位置でネジ締め補助機構部５を用いながらネジ締めを行い、部品に前記他の部品を
ネジ締め固定する。
【００１５】
　本実施形態におけるロボット１は、６軸多関節ロボットで、図１及び図２に示すように
、先端に取り付けた部品保持機構部２の姿勢を自由に変更できるようになっている。部品
保持機構部２は、図２に示すように、１本の回転軸を有する回転軸ユニット２１、三ツ爪
チャックユニット２２、部品の位相を規制する間座ユニット２３、部品を把持する爪２４
を備えている。三ツ爪チャックユニット２２の座面に取り付けられた間座ユニット２３は
、不図示のピン又は溝を備えており、ピン又は溝で部品の位相を規制する役割を担ってい
る。また、三ツ爪チャックユニット２２の先端に取り付けられた爪２４は、複数の種類の
部品の外側又は内側を把持し、各部品の位置出しを行う役割を担っている。ロボット１は
、部品保持機構部２で位置及び位相を出した部品を、各ネジ締め箇所のネジ締め姿勢をと
りながらネジ締め作業位置に搬入し、部品を保持した状態のまま後述するネジ締め補助機
構部５による支持を受けるものとなっている。
【００１６】
　図１及び図３に示すように、本実施形態では、３台のネジ供給機３ａ～３ｃが設けられ
ており、部品に対応した３種類のネジを供給できるようになっているが、ネジ供給機３ａ
～３ｃは少なくとも１台設けられて居れば足る。また、４台以上の複数台配置することも
できる。ネジ供給機３ａ～３ｃは、ネジ締め装置４へネジを提供するもので、ネジ締め装
置４は、後述するように、平面方向に移動し、その先端（図面上は下端）のネジ取得部４
４でいずれかのネジ供給機３ａ～３ｃからネジを取得するものとなっている。３種類のネ
ジの頭部は、ネジ締め装置４のネジ取得部４４を交換することなく３種類のネジに対応で
きるように、同一の径及び形状をしている。また、ネジ締め装置４は、平面上の一方向（
Ｘ方向）へ移動可能となっている。具体的には、Ｘ方向への移動を案内するＸ駆動軸４１
に沿って移動可能に設けられている。３台のネジ供給機３ａ～３ｃは、Ｘ駆動軸４１と平
行に整列配置されており、ネジ締め装置４がネジ取得部４４でネジを取得する位置である
、各ネジ供給機３ａ～３ｃのネジ取得位置３ａ１～３ｃ１が、Ｘ方向に一直線上に並んで
いる。そして、更にこの各ネジ取得位置３ａ１～３ｃ１とネジ締め作業位置とがＸ方向に
一直線上に並んでいる。各ネジ取得位置３ａ１～３ｃ１とネジ締め作業位置とをＸ方向に
一列に配置しておくと、ネジ締め装置４をＸ方向に直交するＹ方向へ移動させずにネジの



(5) JP 6176976 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

取得とネジ締めを行うことができる。このため、ネジ締め装置４をＹ方向へ移動させるた
めの駆動軸を必要とせず、Ｙ方向のスペース削減とコストの削減を行うことができる。
【００１７】
　ネジ締め装置４は、図１及び図４に示すように、上下方向（Ｚ方向）への移動を案内す
るＺ駆動軸４２に取り付けられており、このＺ駆動軸４２と共にＸ駆動軸４１に沿ってＸ
方向へ移動可能となっている。本実施形態のネジ締め装置４は、Ｚ駆動軸４２に沿って下
降して部品へのネジ締めを行うものとなっている。Ｚ駆動軸４２に沿ったネジ締め装置４
の下降に際しては、ネジ締め時の押し付け力の管理が可能で、ネジ締め装置４をＺ方向へ
移動させるモータの電流値を監視し、ネジ締めが完了するまで押し付け力が保たれるよう
になっている。ネジ取得部４４は、例えば吸引装置に接続されたパイプ状部材で構成され
、ネジの頭部を吸着して取得できるようにしたものを用いることができる。ネジ締め時に
ネジを回すドライバは、上記パイプ状部材の中を昇降可能に設けられており、ネジ締め時
に下降して、ネジ取得部４４に吸着されているネジの頭部と係合して当該ネジを回転させ
るものとなっている。ドライバによるネジの締め付けトルクは、ドライバの駆動モータの
電流値で管理されており、一定トルクに達した時にドラバの駆動モータが停止されて、ネ
ジ締めが完了する。
【００１８】
　ネジ締め補助機構部５は、図１及び図３に示すように、補助Ｚ駆動軸５１とロボット補
助部５２をそれぞれ１つずつ備えている。ネジ締め補助機構部５は、部品のネジ締め時に
、ロボット１の剛性不足で部品の位置ずれを起こす可能性のある場合に、補助Ｚ駆動軸５
１で部品、ロボット補助部５２で部品保持機構部２（部品の保持部）を押さえて支持する
機構を有している。また、ネジ締め補助機構５はネジ締め装置４のＺ駆動軸４２に沿った
下降による押し付け力に耐えうる剛性を持っている。
【００１９】
　以下にネジ締めの詳細を述べる。
【００２０】
　ロボット１は、部品保持機構部２の間座ユニット２３で部品の位相を規制し、爪２４で
部品内側を把持した後、把持した部品を別の工程に搬送し別部品との組み付けを行う。そ
の間、ネジ供給機３ａ～３ｃがネジをネジ取得部４４で取得する取得位置３ａ１～３ｃ１
に供給する。供給完了後、ネジ締め装置４は、Ｘ駆動軸４１に沿って移動し、必要なネジ
が取得できるいずれかのネジ取得位置３ａ１～３ｃ１の上方へ移動し、Ｚ駆動軸４２に沿
って下降して、ネジ取得部４４でネジを取得する。そして、ネジを取得したネジ締め装置
４は、Ｘ駆動軸４１とＺ駆動軸４２でネジ締め作業位置へと移動する。そして、部品をロ
ボット１で保持したままネジ締め装置４によるネジ締めが行われる。
【００２１】
　ここで、部品の異なる姿勢でのネジ締め作業を図４で説明する。
【００２２】
　図４（ａ）に示す、部品６０が横向きの姿勢時では、ネジ締め補助機構部５の補助Ｚ駆
動軸５１が上昇し、部品の下面を押えた後、Ｚ駆動軸４２に沿ってネジ締め装置４が下降
し、管状のネジ取得部４４内を昇降するドライバでネジ締めを開始する。ネジ締め装置４
による必要な一定押し付け力を保ち続け、ドライバの回転が一定締め付けトルクに到達し
た後、ドライバによるネジ締めを完了し、ネジ締め装置４が上昇し、ネジ締め補助機構部
５の補助Ｚ駆動軸５１が下降する。
【００２３】
　図４（ｂ）は、部品が縦向き時の姿勢を示している。この姿勢においては、ネジ締め補
助機構部５のロボット補助部５２が、ロボット１の部品の保持部である部品保持機構部２
の回転軸ユニット２１の下面を押さえて支持する。次に、Ｚ駆動軸４２に沿ってネジ締め
装置４が下降し、ドライバがネジ締めを開始する。ネジ締め装置４は必要な一定の押し付
け力を保ち続け、一定締め付けトルクに到達した後、ドライバがネジ締めを完了し、ネジ
締め装置４が上昇する。
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【００２４】
　部品６０は、図５（ａ）に示すように、同じ平面上の一直線上に並んだ複数のネジ穴６
１を有している。このようなネジ穴６１へのネジ締めは、ネジ穴６１の並びがＸ駆動軸４
１と平行になるように部品６０を保持し、ネジ締め装置４をＸ駆動軸４１に沿って移動さ
せることで容易に行うことができる。また、図５（ｂ）に示すように、円筒部の側面の周
方向に複数並んだネジ穴６１へのネジ締めは、円筒部の中心軸をＸ駆動軸４１との直交方
向に向け、かつネジ穴６１の並び方向をＸ駆動軸４１と平行となるように部品６０を保持
すると容易に行うことができる。即ち、ネジ締め装置４を移動させることなく、部品６０
を回転させることで、各ネジ穴６１をネジ締め装置４のネジ取得部４４の直下へ位置させ
ることができ、各ネジ穴６１へのネジ締めを順次行うことができる。
【００２５】
　ネジ締め完了後は、ロボット１によって部品をネジ締め作業位置から搬出し、別部品の
組付け工程へと移動する。
【００２６】
　以上説明したように、本発明のネジ締めシステムは、ロボット１で部品を保持し、ネジ
締め作業位置へ搬入・搬出できると共に、保持したまま様々な姿勢でネジ締め作業を行う
ことができる。一旦ロボットで保持した部品を離して作業台上に設置する動作と、作業台
上の部品をロボットで保持し直す動作を行うことなく、搬入、ネジ締め、搬出の一連動作
が可能で、タクトタイムを短縮することができる。また、部品の姿勢が変化しても各々の
作業台を設けることなくネジ締め作業を行うことができるので、コスト及び設置スペース
を削減することができる。
【符号の説明】
【００２７】
　１：ロボット、２：部品保持機構部、３ａ～３ｃ：ネジ供給機、３ａ１、３ｂ１、３ｃ
１：ネジ取得部、４：ネジ締め装置、５：ネジ締め補助機構部、１０：ネジ締めシステム
、２１：回転軸ユニット、２２三ツ爪チャックユニット：、２３間座ユニット：、２４：
爪、５１：補助Ｚ駆動軸、５２：ロボット補助部、４１：Ｘ駆動軸、４２：Ｚ駆動軸、６
０：部品、６１：ネジ穴
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